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後であったが，1961年はA区肋．1，C区AhZが前年よ

り幾分多くなっているが，他はほとんど前年と変りなく，

B・C区も2年日の結果では，減収を招来するほど掛勢

に影響してはいない．

3．生理落果について

Fune drop　が大体終った，6月上旬に摘果処理を行

ない袋掛けを行なった．袋掛け以後収穫までの落児は各

区1％前後で各区の間に差がみられない．

4．収穫栗の大きさ及び熟期について

1果平均霞は第8表に示したが，B区は缶詰原料とし

て適当な大きさになり，C区はB区よりも助かに小さい

が，適当な大きさの範囲であった．

熟期はA区肋1が若干遅れたようであるが，各区の

間では明らかな差はない．

3．総　合　考　察

1．試験開始後第2年日までの結果では，新柄の伸

び・花芽着生数及び幹周の肥大よりみて弱開定一弱摘果

は処理後最初の1カ年で若干樹勢を衰えさせたようであ

るが，この区は第2年日から弱勢定一中間摘果として検

討している．

普通努定一弱摘果は，2カ年の継続では樹勢の衰えが

みられないが，今後特に検討したい．

第8表．1果平均重（昭36）
－－－－一　　　　一　　　　　J　　一＋∴＝＝▲ニー‾

1　　1果　平　均　重
区1樹番号

1

村　全　体

g
8
2
0
3
4
6
5
4
4
5
3
6

1
2
1
1
1
1

2．大久保の缶詰用果実生産を目的とした栽培法と

して

（1）男定の両では紆別変える必要はなく・摘果の耐こ

ぉいては生食用果実生産の場合の約1・5倍程度に着果さ

せるとよい．

（2）所定を弱めたらそれに応じて摘果を強めるべきであ

る．

（8）樹勢によって多少かわるであろうが・樹勢中庸で

普通の鶉定の場合は，満開後45日基準で約20葉に1果の

割合に摘果を行なった後，生理落果の様子をみて・満開

後50へノ60日頃に袋掛けを行なえばよい・

但し害虫と果足柄の防除は，確実に行なっておく必要

がある．

農協におけるりんごの販売方法に関する調査研究

第3報．共同販売と共同防除との関係について

佐　　藤　　多

（青森県農試）

1．は　じ　め　に

商品販売において最も大切なことは，大量化・標準化及

び計画化という条件を具備することである．りんご販売

においても例外ではない．この基本的な考え方は，その

まま農協の販売（共販）のあり方でもある．それ故に本

県においては，品質の向上・均質化とその大硫化をはか

る軸として，まず共同防除（共防）の必要が説かれ，こ

れがまたパイピングやスピードスプレーヤー（S．S）導

入に拍車をかけ，昭和36年度現在共防園は3，648血7（14・3

％）に達している．

＝ヒ
ロ

しかし，共防によって得られ大農化されたりんごも，

次の標準化・計酎ヒということになると，その実節も乏

しく，また地域差・組合差が著しい．何故かこの理由に

ついて筆者等の調査結果を報告する．

2．共防と共販（共肪→農協→経済連）の実態

青森りんごにみられる共防・共販の地域的概況は第1

表の通りである．

共防面融の拡大とともに，共販も昭和33年の約209万

箱（11．6％）台が，同34年340万箱（16・3％），35年404

万符（20．7％）台と増加してきている．
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第1表．地域別にみた共防・共販の実情
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注．1．所帯・生産量は「35年産りんご現況報告書」による．

2．共防面掛は36年3月現在の数値である．

3．推定販売比率は各地域とも県平均数値の77．5％として計算した．

4．共販に対する共防りんご比とは出荷累計に対する共防りんごの比率であり，これは「県経済連」の資料

による．
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第4表．1戸当り農薬・肥料購入額とりんごの農協取扱い状況

比 比

巴

しかし共防と共販との関係は，地域的には必ずしも同

一傾向を示さない．共防りんごが共販体制に乗る比率

は，津軽地域より南部地域の方が著しく高い．このこと

は筆者等の調査事例からも明らかである．

いま調査共防について若干の説明を加えると，品種構

成において南部地域は3共防とも紅玉主体であるが，津

軽地域は国光のウェートが極めて高いこと，また一般に

はS．S導入は，農漁資金等国庫からの資金導入によっ

ているが，調査共防のうち3共防組合は，初年度において

は市中銀行からの借入となっており，このようなことが

直接的・間接的に影啓して，南郡地域はより共防りんご

の共販に乗る比率が高いこと，また同じ津軽地域でも，

清水森共防ほ三ツ森，野中共立共防より共防りんごの共

販に乗る比率が高いこと．また第4表にみられるように

農協に与える影野もそれぞれ異なっていること等が特徴

としてあげられる．

3．農協経営に与える影響

1．組合差の原因

共防の農協経営に与える経済的な面としてまず考えら

れるのは農協の購販売面に対する影幣である・とくにS．

Sの導入を契機に，農薬その他の資財の受払形式は，農

協対共防方式をとるケースが多くなったので，各組合と

も，農薬・肥料等農業資財の購入増，それにともなうり

んごの共販量の増加がみられる．しかし，一様な傾向は

示さない．

最初に農薬についてみると，共防設立の母体がりんご

の任意出荷組合であった九五三ツ森，大向の各共防に

おいては，設立によって共防が一括して農薬を農協より

購入した結果，その取扱額は急増している．これに対し

過去にそのような組織を持たなかった清水森，七崎共防

の場合はそれほど頗著ではない．

この関係を肥料についてみると，どの共防もS・S導

入によるところの頗著な変化を示さない．

次にりんごの共販についてみると，農薬の購入の場合

と類似の幌向をもつ．すなわち，清水森，七時共防にお

いてはS．S導入前と後との共販量には著しい変化はみ

られない．

しかし1戸当りの共販品は他の共防より多い．これに

対し任意出荷組合を母体とした，三ツ森や野中共立共防

においては，その1戸当りの共販量は少ない・このことか

ら次のことが要約される．この共防だけに限ったことで

はないが，このように共防りんごの共販量の少ない原因

として，個人感情をぬきにすれば第1には農協施設の貧

困があげられる．ただ施設の貧困だけでは必ずしも組合

差の原因とは直接的には結びつかない．したがってここ

で第2の原因として，野中共立や三ツ森共防にみられる

ように，共防施設資金の導入条件があげられるが，理由

はこれだけではない．第3の原因として共防の設立以前

に任意出荷組合という組織があったということ．このこ

とはそれだけ出荷面における施設設備もある程度整備さ

れているし，さらにはその販売技術の高さがあげられる．

このことは必ずしも，その地区の農協の販売技術が他の

地区に比べ劣るためであるというわけではないが，第5

表からもその高さを知ることができる．

ただ九五共防にみられるように，地域によっては同一

傾向は示さない．この地域差の原因を次にみる．

2．地域差の原因

S．Sりんごの共販に与えた影響が津軽地域より，南

部地域の方が大きい理由としては次のように要約でき
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第5表．組　合　別　生　産　額（昭35年）

る．すなわち．

第1の理由は，津軽は南都に比べ栽培歴史も古く，ま

た面横も広く，生産量が問題にならないほど多い．した

がってこれらを出荷し販売するには，南部のように簡単

にいかないのは当然で，これが移出商人の存在を余儀な

くさせており，この商人の活躍がまた共販体制を制約し

ている．

第2の理由としては品種椅成の差異があげられる．津

軽では国光が主体であるのに対し，南部は紅玉が主体で

ある．紅玉は即売晶であるが，国光は貯蔵性があるので，

その産地での販売は先物買いで投機的になり，いわゆる

商売のうま味が生じ商人の活隈する場を与える．

第3の理由は，品種構成との関連において，貯蔵施設

をみると，冷蔵するために必要な施設はほとんど移出業

者か倉庫業者に占められている．したがって農協が集荷・

冷蔵したくても設備の点から難しく，冷蔵りんごは商人

の独占するところとなっている．

第4の理由はりんごの販売技術である．農協が近い将

来冷蔵設備を持つようになったとしても，今までの農協

の性格からして果して商人のような販売ができるかは疑

問である（このことについては第1～2報参照）．

このように，商人の戟いところ，またそれえの対応と

して生れた任意出荷組合のあるところ（ともに津軽地域）

では，S．Sの導入によって，例えりんごが均質化される

ようになっても，それらは必ずしも共販には乗らない．

この地域では制度金融というヒその強制にともなって，

止むなく2級品が共販に乗るということから，共販りん

ごの値が低く，ますます商人との優劣差を生じている．

1．む　す　び

共防→共販体制を確立するためには，上述の原田を解

くことである．したがってそのためには，農協としては

優れた販売技術（施設も含めて）と近代的な生産技術指

導が同時に行なわれてこそ，はじめて共販体制が整って

いくものである．なお，地域差の原因については高橋和

彦氏の研究「青森りんごの技術発展とその問題」（果実

の生産と市場）に教えられる点が多いことを附記して感

謝する．
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